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★大前提★
・ ＳＮＳやビデオ通話で連絡をする警察官
・ ＳＮＳで逮捕状画像を提示する警察官
・ お金を振り込ませる警察官

は絶対にいません！

警察官を名乗る者から電話があった場合は

「所属・担当部署・氏名・内線番号」

を確認し､最寄りの警察署に相談しましょう！

県内では、警察官を名乗り

「あなたの携帯電話が犯罪に利用されている。」

「あなたの銀行口座が犯罪に利用されている。」

などと不安をあおり、ＳＮＳやビデオ通話に誘導する

不審なニセ電話が多発しています！


